
令和６年度第２回青梅市障害者地域自立支援協議会会議録

令和６年８月２８日（水）

午 後 ２ 時 ～ 午 後 ４ 時

市 役 所 ２ 階 ２ ０ ６ 会 議 室

出席状況

傍聴 なし

１ 開会

２ あいさつ

３ 協議事項

(1) 第５期青梅市障害者計画事業評価シート （資料１）

承認

事務局より、評価内容について説明

(2) 市内における虐待通報等の状況および対応について （資料２）

承認

事務局より、各事例概要について説明

（主な質疑、意見等）

・虐待認定の有無の判断について

(3) （仮称）青梅市社会福祉審議会の委員選任について

（資料３－１、３－２、３－３）

保留

事務局より、社会福祉審議会および同部会の構成、所掌事項につい

二瓶 委員 ○ 半田 委員 ○ 宮崎 委員 ○ 大栗 委員 ○

原 委員 ○ 下地 委員 ○ 鈴木 委員 ○ 平岡 委員 ○

笠原 委員 ○ 惠 委員 ○ 朝長 委員 ○ 星野 委員 ○

市川 委員 ○ 及川 委員 ○ 河邉 委員 ○ 細川 委員 ○

遠藤 委員 ○ 井原 委員 ○ 今井 委員 ○



て説明し、地域自立支援協議会との関係性を整理した上で、後日あら

ためて委員を選出することを容認

（主な質疑、意見等）

・地域自立支援協議会と社会福祉審議会との関係性について

・社会福祉審議会の規定について

・部会委員選出時期について

４ 報告事項

(1) 青梅市基幹相談支援センターの開設について

事務局より、１０月１日開設予定を報告

(2) ふわふわ青梅にかかる東京都の対応、進捗状況について

事務局より、運営母体への行政処分の概要について報告

５ その他

(1) 協議会の開催日程について （資料４）

第３回青梅市障害者地域自立支援協議会

令和６年１２月９日（月）午後６時～午後７時４５分

青梅市役所２階 ２０２・２０３会議室

オンライン併用開催予定



【令和５年度青梅市障害者計画施策項目別評価集計表】 資料１－１

　　計画期間中の取組状況 施策推進にどのように貢献したか

A B C D A B C-1 C-2 D-1 D-2

想定通り実施
概ね想定通り実
施

実施にあたり課
題があった

実施できなかっ
た

施策推進につな
がった

概ね施策推進に
つながった

あまり施策推進
につながらな
かった（別施策
の推進に貢献）

あまり施策推進
につながらな
かった（効果が
そもそもなかっ
た）

実施が十分にで
きなかったが、
効果があると考
えられる

実施が十分に実
施できなかった、
かつ、見直しが
必要な状況

(1) 5 5 5
(2) 4 1 3 4
(3) 4 4 4
(4) 2 1 1 2

(1) 5 4 1 5
(2) 6 6 6
(3) 3 3 3
(4) 6 5 1 6
(5) 5 5 5

(1) 7 4 1 2 1 3 3
(2) 3 3 3
(3) 5 4 1 5

(1) 6 6 6
(2) 4 3 1 4

65 5 53 7 0 1 61 0 0 3 0
7.7% 81.5% 10.8% 0.0% 1.5% 93.8% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0%

総評

評価　　　　　

1-1　共生社会の形成

ノーマライゼーションの推進

ボランティア活動の促進

学習・文化・スポーツ活動の振興

交流機会の拡大

1-2生活支援の推進

情報提供・相談支援の充実

障害福祉サービスの充実

保健・医療の充実

障害児支援の体制の確保

切れ目のない支援体制の整備

1-3自立支援の推進

就労の促進

経済的自立の支援

住居の確保

1-4快適なまちづくりの推進

福祉のまちづくりの推進

防災・防犯対策の充実

施策一覧 項目数

合　　　計

　【計画期間中の取組状況】
　評価がB以上の施策が全体の89.2％を占めており、計画期間中における各事業の取組は、概ね想定通り実施できた。一方、評価がC「実施にあたり課題があった」であった施策が７項目（10.8％）あった。
　課題があった事業が含まれる施策は、「交流機会の拡大」、「情報提供・相談支援の充実」、「障害児支援の体制の確保」、「就労の促進」、「住居の確保」、「防災・防犯対策の充実」であった。
　第6期青梅市障害者計画の施策を進める各事業について、想定通り実施できたものについては引き続き取り組むとともに、課題があったものはその課題を分析し改正して取り組む必要がある。

　【施策推進にどのように貢献したか】
　評価がB以上の施策が全体の95.4％を占めており、各事業の取組が概ね施策推進につながったものと捉えられる。一方、評価がD-1「実施が十分にできなかったが、効果があると考えられる」であった施策が３項
目（4.6％）あった。
　実施が十分にできなかった施策は、「就労の促進」であった。
　第6期青梅市障害者計画における基本方針「就労の促進」の中で掲げられた基本施策「障害者就労支援センターの充実」、「公共職業安定所（ハローワーク）等との連携」、「企業や福祉施設とのネットワークの構
築」について、特に、重点的に取り組む必要がある。



第５期青梅市障害者計画評価 資料１－２－ 1

計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ア

普及啓発
障がい者
福祉課

基本目標１
－施策１
（P38）

市の広報紙、ホームページな
ど多様な媒体や機会等を活用
して、障害に関する正しい知
識の普及啓発を行います。

広報おうめや市ホームペー
ジ、行政メール等で、障害に
対する正しい知識の広報、啓
発を実施した。障害者週間で
は、障害者作品展を市役所ロ
ビーで開催し、活動の成果を
発表した。

コロナ禍において
も、展示方法を工夫
するなどし、情報発
信を継続つづけた。

B：概ね想
定通り実施

実施できた事業につ
いては普及啓発の効
果が出ており、ノー
マライゼーションの
推進に貢献した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

多様化が広がるな
か、啓発内容の質を
高めることが難しく
なってきている。

事業内容は継続しつ
つ、啓発回数・内容
の質の向上に向けて
一考の余地はある。

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ア

普及啓発
障がい者
福祉課

基本目標１
－施策１
（P39）

ヘルプカードの普及啓発や各
種講演会当の実施などによ
り、市民理解を進めるととも
に、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会開催
における共生社会の機運およ
び青梅市の差別解消条例の制
定に合わせ啓発を推進してい
きます。

令和２年度に制定した青梅市
の差別解消条例「障がいのあ
る人もない人もその人らしく
暮らせる共生のまち青梅市条
例」やヘルプカードについ
て、障害者週間に合わせ、広
報おうめや行政メールで周知
を図った。

青梅市の差別解消条
例にもとづき、共生
のまちづくりに向け
た市の取組みの推進
を行った。

B：概ね想
定通り実施

差別解消条例の周知
とヘルプカードの普
及により、障がいの
ない人への理解・協
力を推進した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

令和２年度に制定し
た「障がいのある人
もない人もその人ら
しく暮らせる共生の
まち青梅市条例」の
理念の普及啓発、差
別事例への対応等に
ついては、今後も取
組を充実させていく
必要がある。
障害をお持ちでない
方への啓発の拡大が
課題であるため、条
例、ヘルプカード等
の啓発方法の工夫を
する必要がある。

事業内容を継続しつ
つ、周知・啓発の方
法や強化について検
討していく。

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
イ

情報バリ
アフリー
の促進

秘書広報
課
障がい者
福祉課

情報格差の縮小に努め、情報
伝達手段の充実など情報利用
の円滑化を促進し、障害のあ
る方のコミュニケーションを
広げ、自立と社会参加を支援
していきます。

・広報紙での情報発信に際し
ては、ＵＤフォントを採用し
見やすくするとともに、視覚
障がいのある方に配慮した配
色とした。また、広報紙や
ホームページについては読み
上げサービスを提供した。
・こころのしおりを更新し、
引き続き音声コードを掲載し
た。

・広報紙での情報発
信に際しては、ＵＤ
フォントを採用し見
やすくするととも
に、視覚障がいのあ
る方に配慮した配色
とした。また、広報
紙やホームページに
ついては読み上げ
サービスを提供し
た。
・こころのしおりの
刊行物や通知等に視
覚障害者向けの音声
コードを掲載した。
また、市の刊行物に
音声コードを採用す
るよう、定期的に周
知を図った。

B：概ね想
定通り実施

・誰が見ても同じよ
うに情報が得られる
よう広報紙ならびに
ホームページ作成に
おいて配慮を行って
いる。
・市の刊行物に音声
コードを掲載するこ
とで、視覚障害者へ
の情報伝達の円滑化
を促進することがで
きた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

・現状を維持しつつ
も、今後さらなる情
報格差の解消を図っ
てゆく必要がある。
・市のＰＣ機器更新
により、他部署での
音声コード作成が難
しくなった。他部署
での音声コード作成
の方法・運用につい
ての検討が必要と
なった。

・アンケートや世論
調査等、市民の意見
を確認し、問題点を
確認したうえで対処
してゆく必要があ
る。
・事業内容を継続し
つつ、市の刊行物へ
の音声コード掲載を
推進するため、作成
方法の運用等につい
て検討していく。

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ウ

意思疎通
支援の充
実

障がい者
福祉課

視覚や聴覚等に障害のある方
への手話、要約筆記、点字な
どを活用したコミュニケー
ション手段の確保や、重度の
言語機能障害のある方への意
思伝達装置など日常生活用具
の利用促進に努めます。

青梅市障害者等日常生活用具
給付等事業実施要綱にもとづ
き、障害に応じたコミュニ
ケーション手段の確保のため
の日常生活用具を給付した。

青梅市障害者等日常
生活用具給付等事業
実施要綱にもとづ
き、障害に応じた日
常生活用具を給付す
るとともに、障がい
者のしおり等により
周知を図った。

B：概ね想
定通り実施

日常生活用具の給付
により、障害に応じ
たコミュニケーショ
ン手段確保に貢献し
た。また、耐用年数
に応じて更新の給付
を行うことで、コ
ミュニケーション手
段の欠乏を防止し
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

情報通信用具等の発
達、進歩が急速に進
んでいる。意思伝達
装置などの情報通信
機器の進歩に対応し
た給付について要綱
等の改正を検討して
いく必要がある。

事業内容を継続しつ
つ、情報通信用具等
の進歩に応じた要綱
等の改正を検討して
いく。

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考



第５期青梅市障害者計画評価 資料１－２－ 2

計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

１　共生
社会の形
成

（１）
ノーマラ
イゼー
ションの
推進

(1)-
ウ

意思疎通
支援の充
実

障がい者
福祉課

緊急連絡先や必要な支援内容
が記載された「ヘルプカー
ド」の普及・啓発ならびに、
手話通訳設置事業を実施しま
す。

ヘルプカードは、障害者手帳
の交付時等に配布した。ヘル
プカード事業は障害のある方
には定着しているため、障害
のない方への認知を上げるた
め、ポスター掲示、広報の該
当ページを配置するなどの啓
発を行った。
また、市窓口に週２回手話通
訳者を設置し、聴覚障害者の
意思疎通支援を行った。

平成２５年度から実
施しているヘルプ
カード事業を継続し
て推進するため、ヘ
ルプカードの追加作
製やポスター掲示、
広報の該当ページを
配置するなどの啓発
を行った。
また、窓口に手話通
訳者を週２回配置
し、市役所内のどの
窓口での手続きにも
利用できるようにし
た。

B：概ね想
定通り実施

ヘルプカード事業お
よび手話通訳設置事
業は、障害のある方
の認知は定着してき
ている。ヘルプカー
ドについて市民全体
へ周知することによ
り、市民の福祉意識
の向上に努めた。
また、手話通訳設置
事業の実施により、
聴覚障害者等の市役
所での手続き等にお
ける意思疎通支援に
貢献した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

ヘルプマークをはじ
めとする障がい者に
関するサインを認識
していない市民もま
だ多くいると考えら
れるが、行事の制限
等によりヘルプカー
ド事業の周知・啓発
の機械が少なくなっ
た。今後も様々な媒
体を活用して、ヘル
プカード事業の市民
全体への認知度をさ
らに高める必要があ
る。

事業内容は継続しつ
つ、普及・啓発の向
上に努める。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
ア

学校教育
における
福祉ボラ
ンティア
活動等の
取組

指導室

福祉意識の啓発や活動への参
加の機会づくりを進めるとと
もに、障害についての理解促
進や福祉に関する教育の充
実・強化を図ります。

特別支援理解研修を実施し、
障害についての教職員の理解
促進を図った。また小・中学
生オンライン交流会において
福祉をテーマの1つとして設定
し、福祉について考える契機
とした。

7月に大学教授を講師
とし、特別支援理解
研修を実施した。ま
た、小・中学生オン
ライン交流を7月・12
月に実施し理解促進
を図った。

B：概ね想
定通り実施

他者理解の教育を通
して、ボランティア
活動に参加する実践
意欲の向上を図っ
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

コロナ禍後、特別支
援学校との連携は、
少しづつ以前の状態
に戻ってきている。

教員の働き方改革が
求められる中である
ので、精選しながら
教員の資質・能力の
向上に資する研修を
実施していく。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
ア

学校教育
における
福祉ボラ
ンティア
活動等の
取組

指導室

小・中学校などにおいて、福
祉に関する教育や交流などに
より、心の障壁の除去（バリ
アフリー化）を図るととも
に、福祉への理解と関心を高
めます。

都立青峰学園の児童と復籍交
流や、ボッチャの体験授業や
パラリンピアンとの交流を通
して福祉に関しての理解と関
心を高めた。

事業部と連携し「あ
すチャレ」を実施し
パラリンピアンの講
演や交流を通して理
解を深める機会を積
極的に設定した。

A：想定通
り実施

福祉に対しての理解
と関心を高め、ボラ
ンティア活動に参加
する実践意欲の向上
を図った。

B：概ね施
策推進につ
ながった

コロナ禍において復
籍交流の直接交流を
やめていたが、令和
5年度は小学校9校中
学校2校で実施し
た。

福祉に関する教育
や、直接交流の機会
の充実を図り、福祉
への理解と関心を高
める。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
イ

ボラン
ティア・
市民活動
センター
の拡充

市民活動
推進課

「ボランティア・市民活動セ
ンター」の運営の充実を図
り、ボランティアの確保・ボ
ランティア育成講座の開催、
活動の組織化を進めるととも
に、ボランティア・コーディ
ネーターなどの体制充実を図
り、ボランティア活動を促進
します。

ボランティア・市民活動セン
ター運営費の補助金の交付を
した。市民活動の活性化を目
指し、ボランティア活動に興
味がある市民等を対象に講座
を開催した。ボランティア・
市民活動センターにおいてボ
ランティア情報の提供や依頼
の受付をした。

ボランティア講座等
を通じ、ボランティ
ア活動の促進に関し
ては概ね想定どおり
の実施ができたと判
断する。

B：概ね想
定通り実施

ボランティア・市民
活動センターの運営
充実や講座を通じて
施策への貢献はある
程度図れたと判断す
る。

B：概ね施
策推進につ
ながった

ボランティア・市民
活動センターへ登録
している団体の構成
員の高年齢化が課題
と言える。

青梅ボランティア・
市民活動センターの
運営の充実を図り、
ボランティアの確
保・ボランティア育
成講座の開催、活動
の組織化を進めると
ともに、ボランティ
ア・コーディネー
ターなどの体制充実
を図り、ボランティ
ア活動を促進すると
した。

１　共生
社会の形
成

（２）ボ
ランティ
ア活動の
促進

(2)-
ウ

ＮＰＯ法
人、ボラ
ンティア
団体の活
動支援

市民活動
推進課

ＮＰＯ法人、ボランティア団
体の活動を支援するととも
に、団体相互の連携や交流を
促進し、ボランティア活動の
活性化を図ります。

市民提案協働事業を実施し、
採択された事業に要する経費
の一部を助成した。市民活動
ＰＲコーナーにおいて、市民
活動団体の活動状況等の周知
に努めた。

市民活動ＰＲコー
ナーにおいて、市民
活動団体の活動状況
等の周知に努め、市
民提案協働事業にお
いては、採択された
事業に要する経費の
一部助成し、ＮＰＯ
法人・ボランティア
団体の支援をしたた
め概ね想定どおりの
実施ができたと判断
する。

B：概ね想
定通り実施

市民活動ＰＲコー
ナーの活用等を通じ
て施策への貢献はあ
る程度図れたと判断
する。

B：概ね施
策推進につ
ながった

当課においての支援
はあくまでも全体的
なＮＰＯ法人やボラ
ンティア団体への活
性化であるため、障
害者基本計画の内容
に即した支援につい
ては課題と言える。

ＮＰＯ法人、ボラン
ティア団体の活動を
支援するとともに、
団体相互の連携や交
流を促進し、ボラン
ティア活動の活性化
を図るとした。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
ア

文化活動
等の支援

社会教育
課
文化課
障がい者
福祉課

障害のある方の文化・芸術活
動への参加機会を広げるとと
もに、活動成果の発表の場づ
くりを支援します。

・すべての事業で障害のある
方も参加できる体制をとって
いたが参加はなかった。

【文化課】
（美術館）
・美術館の市民ギャラリーを
障害者団体等へ貸出す体制を
整えていたが、貸出しはな
かった。
（郷土博物館）
・文化財住宅について障害者
団体への貸出しはなかった
が、吉川英治記念館の自主事
業として特別支援学校伝統文
化部による筝曲演奏会を主屋
で開催した。

・障害者週間に障害者作品展
を市役所ロビーで開催し、活
動の成果を発表した。

・参加者がいなかっ
たが、体制は整えて
いたため。　
【文化課】
（美術館）
・美術館の市民ギャ
ラリーについて障害
者団体等への貸出し
はなかった。
（郷土博物館）
・文化財住宅につい
て障害者団体への貸
出しはなかったが、
吉川英治記念館の自
主事業として特別支
援学校伝統文化部に
よる筝曲演奏会を主
屋で開催した。

・障害者週間に12事
業者が出展し、数々
の作品を展示した。

B：概ね想
定通り実施

・参加者の有無にか
かわらず、体制を整
えていたため。

【文化課】
（両館共通）
・障害のある方の文
化・芸術活動の発表
の場を提供し、社会
への参加機会を広げ
ることに繋がった。

・障害のある方の文
化・芸術活動への参
加機会を広げるとと
もに、一般の方への
理解と周知が行え
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

・障害のある人もな
い人も参加できる文
化、芸術の機会の提
供を引き続き行って
いくために、民間の
団体と継続的に協力
できる体制を構築し
ていくことが課題で
ある。
【文化課】
（美術館）
・令和６年度から約
３年間施設改修に伴
い休館するため、施
設を貸出しすること
ができない。
（郷土博物館）
文化財住宅は、施設
の性質上バリアフ
リー化が難しい。

・開催回数増を希望
する声が上がってお
り、会場についても
研究する必要があ
る。

・現計画と同様に障
害者が参加できる体
制を整えていきた
い。

【文化課】
（美術館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美術館再開後、活動
成果の発表の場とし
て施設を提供するた
め、貸出す体制を整
える。
（郷土博物館）
文化財住宅を障害者
団体等に貸出す体制
は継続し、施設見学
等を受け入れる体制
を検討する。

・創作活動の展示会
として役割を果たし
ているが、展示ス
ペース増の要望があ
り、会場について協
議を行う。

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
イ

障害者ス
ポーツの
振興

スポーツ
推進課

障害のある方とない方との交
流の場としてスポーツに親し
むことができる機会を作り、
障害のある方の生活・活動の
幅を広げていきます。

青梅市スポーツ推進委員協議
会によるボッチャ体験会・交
流会を実施した。

障害者団体や施設単
位での参加もあり、
障害の有無を超えた
交流の機会提供を行
うことができた。

B：概ね想
定通り実施

障害の有無に関わら
ず、スポーツを通じ
た交流機会の提供に
繋げることができ
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

ボッチャサポーター
や審判等の人材育成 継続して実施

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
イ

障害者ス
ポーツの
振興

スポーツ
推進課

レクリエーション活動への参
加機会を拡大することによっ
て、障害のある方の生活・活
動の幅を広げるために、障害
者スポーツに関するイベント
の周知に取り組みます。

スポーツDAY青梅2023におい
て、オンラインボッチャ体験
を実施し、移動に障害のある
方がスポーツに親しむきっか
けづくりを行った。

オンライン等の工夫
をこらし、障害者の
活動の幅を広げるた
めの機会やきっかけ
づくりを行うことが
できた。

B：概ね想
定通り実施

各種事業を通じ、障
害者本人のQOL向上に
繋げることができ
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

障害種別に応じたス
ポーツ機会の確保

継続して実施

１　共生
社会の形
成

（３）学
習・文
化・ス
ポーツ活
動の振興

(3)-
イ

障害者ス
ポーツの
振興

スポーツ
推進課

東京都障害者スポーツ大会な
どの啓発周知に努めるととも
に、東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会開催
を契機に、より多くの市民や
企業等に広く障害者スポーツ
に対する理解を深めるための
啓発等に努めます。

東京2020パラリンピックレガ
シー事業として、障害の有無
に関わらずに参加できるカ
ヌー体験教室を実施したほ
か、スポーツDAY青梅2023の中
でブラインドサッカー体験等
を実施した。

パラスポーツの体験
会や東京2020ﾊﾟﾗﾘﾝ
ﾋﾟｯｸﾚｶﾞｼｰ事業を通
じ、障害者理解を促
進することができ
た。

B：概ね想
定通り実施

各種事業を通じ、障
害理解の普及、啓発
に繋げることができ
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

障害者本人まで届く
情報発信の在り方

継続して実施

１　共生
社会の形
成

（４）交
流機会の
拡大

(4)-
ア

イベント
事業等の
充実

スポーツ
推進課
障がい者
福祉課

スポーツ・レクリエーション
フェスティバルなどでのス
ポーツ交流等を促し、障害の
ある人とない人が理解しあ
い、ともに暮らす地域社会の
形成を図るために各種イベン
トの推進、ふれあい事業等の
一層の充実を図ります。

障がい者と家族のスポーツ大
会を通じた交流の機会提供を
計画・実行した。

半日開催（コロナ禍
以前は一日開催）で
あったことや、大会
全体の進行に一部不
満がでたが、三年ぶ
りにイベントを実施
できた。

B：概ね想
定通り実施

コロナ禍収束後初め
ての開催で、障がい
者と家族、そして地
域の人との交流を再
開することができ
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

以前と同様の規模・
計画（一日開催）に
戻していくのかの検
討や、今回の参加者
からでた不満の解消
のための進行・運営
の見直しを検討する
必要がある。

ウィズコロナ時代の
開催様式を、参加者
のニーズに沿いつつ
検討してゆく。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

１　共生
社会の形
成

（４）交
流機会の
拡大

(4)-
イ

地域にお
ける交流
機会の創
出

市民活動
推進課
障がい者
福祉課

地域の方との連携を深め、障
害のある方が地域へ出る機会
を増やすことを目的に、障が
い者サポートセンターや市民
センター、自治会、各種地域
団体と連携し、障害者作品展
示回などの行事をはじめとす
る地域交流機会の充実を図
り、地域における住民相互の
交流機会の創出を支援しま
す。

障害者施設等作品展示会を開
催し、各障害者施設の多くが
生産活動・創作活動を行って
いることを広く紹介できた。

本庁舎ロビー中央で
展覧会を実施。展示
スペースに課題を残
す。

C：実施に
あたり課題
があった

一般来庁者からも好
評で市内障害者施設
における利用者の活
動や生活について理
解いただけたと思
う。

B：概ね施
策推進につ
ながった

障がい者の創作活動
の制限を理由に展示
物の縮小がみられる
一方で、大きな会場
での開催要望があ
り、会場の見直しも
検討する。

事業は継続するが、
会場のあり方や展示
について工夫をして
行く必要が求められ
ている。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
ア

障がい者
サポート
センター
の充実

障がい者
福祉課

基本目標３
－施策１
（P51）

障害児を含めた障害者やその
家族等からの相談に応ずる相
談支援事業、障害者への地域
活動支援センター事業、障害
者団体への会議室等の貸出し
等の事業の充実を図ります。

(令和5年度）サポートセン
ター
・相談延件数　　　13,479件
・軽作業参加延人数　3,332人
・施設貸出事業　　　1,686人

障害者（児）が、障
害福祉サービスを円
滑に利用するための
情報提供、相談を
行った。

B：概ね想
定通り実施

コロナ禍以降、利用
者の安全面への配慮
に重点を置き、状況
に即した相談支援を
行うことができた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

相談に至るまでに時
間を要することが多
く、業務改善が必
要。

相談件数は年々増加
しているが、期待に
応えられる相談業務
を進めていく。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
ア

障がい者
サポート
センター
の充実

障がい者
福祉課

障害者虐待防止業務を適切に
実施し、虐待の未然防止、早
期発見、迅速な対応など虐待
防止対策を推進します。

・市と障がい者サポートセン
ターに虐待防止センター機能
を設置。
・虐待通報件数　　9件

虐待防止センターと
しての役割がある
が、通報を受けるの
みにとどまってい
る。

C：実施に
あたり課題
があった

虐待防止講演会を開
催し、近年増加する
事業者による虐待に
対する認識を深めら
れた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

通報機能のみであ
り、未然防止や早期
発見の機能は有して
いない。

近年増加する虐待事
案にも積極的に関わ
りを持ち、虐待解決
を早期に行えるよう
機能充実させる。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
イ

地域移行
の推進

障がい者
福祉課

地域移行支援、地域定着支
援、自立生活援助等につい
て、引き続き丁寧な情報提供
による周知、利用促進を図り
ます。

地域定着支援、自立生活援助
は利用者が無かったが、地域
移行支援は2名の利用実績が
あった。

地域移行支援、地域
定着支援、自立生活
援助等について、担
当ケースワーカー等
から情報提供を行
い、利用促進を図っ
た。

B：概ね想
定通り実施

地域移行支援、地域
定着支援、自立生活
援助等の周知や情報
提供を行うことで、
サービス利用者の選
択肢を広げ、地域移
行の推進を図った。

B：概ね施
策推進につ
ながった

地域移行支援、地域
定着支援、自立生活
援助等のサービス利
用者数はまだ少ない
ので、地域移行を推
進するためには、こ
れらのサービスにつ
いて引き続き情報提
供に努めていく必要
がある。

事業を継続しつつ、
サービスの周知・情
報提供に取り組んで
いく。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
イ

地域移行
の推進

障がい者
福祉課

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムの構築につい
て、当事者および保健・医
療・福祉に携わる方を含む
様々な関係者が、情報共有や
連携を行う場の構築を検討し
ます。

協議の場の構築に向け、課内
の勉強会を実施したり、年2回
実施している精神保健福祉関
係機関情報交換会において、
情報収集し、情報の共有を
図った。

事例検討を積極的に
取り入れ、課題解決
に取り組んだ

B：概ね想
定通り実施

対面開催では相互の
情報共有とグループ
ワークにより、事業
者間の課題が見え地
域の特性を捉えるこ
とができた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

参加者のスキルや対
応する業務に偏りが
あるため、バランス
を取りながら課題を
捉えていく必要があ
る。

より多くの事業者が
参加し情報共有・相
互理解が図られ、業
種の垣根を越えた連
携を図る。

２　生活
支援の推
進

（１）情
報提供・
相談支援
の充実

(1)-
ウ

権利擁護
の推進

地域福祉
課
障がい者
福祉課

権利擁護についての啓発活動
を推進し、障害者の権利行使
の援助、障害者差別や虐待防
止に関して取り組むととも
に、青梅市社会福祉協議会を
はじめとする関係機関と連携
し、地域福祉権利擁護事業を
活用するなど、権利擁護対策
を進め、合わせて成年後見人
制度の利用を促進します。

障害のある方の成年後見の首
長申し立てを２件行った。

首長申立てについて
他部署等と連携し進
めることができた。

B：概ね想
定通り実施

自身で判断できない
利用者も少なくない
中での調整は時間を
要すことが多く速や
かな対応には至らな
いこともある。

B：概ね施
策推進につ
ながった

現状の相談支援業務
の中で行うには時間
がかかり過ぎてしま
う。専門にできる職
員がいることが望ま
しい。

後見制度を理解し包
括的に支援できる担
当を置くことが、速
やかな制度の推進に
つながる。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者
福祉課

訪問系サービスについては、
身体介護・家事援助・通院等
介助などの居宅介護、重度訪
問介護、同行援護、行動援護
など制度の適正を維持し、啓
発に努め、サービスの質的、
量的な充実を図ります。

訪問系サービスについて、
サービス支給量は緩やかな増
加傾向にある。令和５年度
は、コロナによる行動制限が
緩和され、行動援護を中心に
全体としての利用が前年度よ
り増加した。

サービスの利用につ
いて情報提供に努
め、必要な方に必要
な量のサービスが行
き渡るよう支給し
た。

B：概ね想
定通り実施

必要な方に必要な量
のサービスを支給す
ることで、障害者等
の在宅での生活の支
援に貢献した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

サービスの質的、量
的な充実のために
は、サービスを提供
する福祉人材の安定
的な確保が課題であ
る。

事業を継続しつつ、
福祉人材の安定的な
確保を図る必要があ
る。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者
福祉課

日中活動系サービスについて
は、特別支援学校卒業時の就
労支援や生活介護、緊急一時
保護のための短期入所など、
需要増が見込まれるサービス
について、支援体制の確保に
向けて検討します。
青梅市自立センターにおい
て、引き続き障害福祉サービ
スの充実に努めます。

日中活動系サービスについて
は、市内15か所の生活介護、
自立訓練、就労移行支援また
は就労継続支援を行う事業所
に対し補助金を交付した。ま
た、自立センターにおいて、
比較的重度の方の受入れを継
続して行っている。

日中活動系補助は
年々増加傾向で活用
されている。コロナ
感染者数減少にとも
ない、自立センター
新規受け入れを再開
した。

B：概ね想
定通り実施

障害福祉サービスの
充実という目的に関
しては、一定の達成
度があると見込まれ
る。

B：概ね施
策推進につ
ながった

相当に重度な方の受
け入れ要請に対す
る、自立センター側
の支援体制

日中活動系補助に関
し、一層の審査を厳
しく見極めるととも
に継続的支援をつづ
けていく。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者
福祉課

居住系サービスについては、
障害のある方の地域移行が求
められており、介護者の高齢
化等により潜在的な需要があ
ると見込まれていることか
ら、民間事業者の活用による
共同生活援助（グループホー
ム）の充実を図るとともに、
グループホーム入居者が日中
に活動する生活介護等の施設
についても充実を図ります。

事業所の新規開設・増設を検
討する事業者に情報提供を行
い、重度障害者向けグループ
ホームや生活介護事業所の新
規事業所の確保に努めた。

重度障害者向けグ
ループホームや生活
介護事業所の新規事
業者の確保に努める
とともに、新規開設
や増設を検討する事
業者に情報提供を
行った。

B：概ね想
定通り実施

親亡き後問題や、地
域移行の推進によ
り、グループホーム
の需要が高まってお
り、新規事業者や増
設を検討する既存事
業者にニーズ等の情
報提供を行うこと
で、事業所の充実に
貢献した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

グループホームの事
業所数が増えたこと
で、人材の流出など
によりサービスの質
の確保が課題となっ
ている。また、依然
として、重度の身体
障害者を対象とした
グループホームや生
活介護事業所の定員
確保が課題となって
いる。

中軽度の知的障害者
や精神障害者を対象
とした事業所は充足
しているので、重度
の身体障害者を対象
としたグループホー
ムや、生活介護事業
所の定員確保に努め
る。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ア

自立支援
給付の充
実

障がい者
福祉課

基本目標４
－施策１
（P63）

各サービスの質の向上や、事
業の透明性を確保するため、
第三者評価機関への受審や第
三者委員会の設置、事業所連
絡会の開催等を促します。
また、福祉サービスを支える
人材育成のため、様々な養成
の機会を活用し、情報提供に
努めます。

「日中活動系サービス推進事
業補助金」で、福祉サービス
第三者評価の受審費用の補助
を行った。

「日中活動系サービ
ス推進事業補助金」
により第三者評価を
受審する事業者を補
助した。また、相談
支援部会や放課後等
デイサービス事業所
連絡協議会を開催
し、事業所間の連携
を図った。

B：概ね想
定通り実施

受審費用を補助する
ことで第三者評価の
受審を促し、サービ
スの質の確保に貢献
した。また、放課後
等デイサービス事業
連絡協議会等の開催
により事業所間の連
携を図ることで、質
の向上を目指した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

放課後等デイサービ
ス事業連絡協議会等
の事業所連絡会の開
催がコロナ禍により
停滞してしまったた
め、今後の開催に向
けた検討が必要と
なっている。
また、人材育成のた
めの研修等の機会の
確保により、サービ
スの質の向上に努め
る必要がある。

引き続き第三者評価
の受審費用の補助を
行うとともに、事業
所連絡会の開催と人
材育成を図ってい
く。

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
イ

地域生活
支援事業
の充実

障がい者
福祉課

意思疎通支援事業、相談支援
事業、日常生活用具給付等事
業、移動支援事業、サポート
センター事業、日中一時支援
事業の実施を継続するととも
に、自動車運転教習費補助事
業、奉仕員等養成事業などの
事業の周知、内容の充実を図
ります。

地域生活支援事業として、意
思疎通支援事業、相談支援事
業、日常生活用具給付等事
業、移動支援事業、サポート
センター事業、日中一時支援
事業などを実施した。自動車
運転教習費補助事業では、２
件の補助を行った。
また、奉仕員等養成事業とし
て、入門・初級手話講習会、
上級手話講習会、音訳者養成
講座を実施した。

地域生活支援事業と
して、意思疎通支援
事業、相談支援事
業、日常生活用具給
付等事業、移動支援
事業、サポートセン
ター事業、日中一時
支援事業、自動車運
転教習費補助事業な
どを実施し、市ホー
ムページや障がい者
のしおり等で周知を
行った。
奉仕員等養成事業の
実施にあたっては、
広報等で周知を行っ
た。

B：概ね想
定通り実施

意思疎通支援事業を
はじめとする地域生
活支援事業を充実さ
せることで、地域の
課題に即した支援を
提供することに貢献
した。また、奉仕員
等養成事業により、
地域での支援人材の
確保と地域福祉の向
上に寄与した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

必要な方に必要な情
報が届くよう、各事
業の周知と内容の充
実を図っていく。ま
た、事業の充実と支
給量の確保のため、
国・都の財源を確保
する必要がある。

事業を継続しつつ、
制度の周知について
充実を図っていく。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

２　生活
支援の推
進

（２）障
害福祉
サービス
の充実

(2)-
ウ

一般サー
ビスの充
実

障がい者
福祉課

基本目標４
－施策１
（P63）

引き続き、障害者の需要を把
握しながら、個々のサービス
の実情に沿った充実を図り、
障害者の生活支援に努めま
す。

福祉サービスの実施や経済的
負担を減らすため各種助成・
給付事業や減免、割引制度の
実施や周知を行った。
コロナ禍において障害福祉
サービス事業所がサービス提
供を継続できるよう、物価高
騰に対する事業所支援を行
い、障害者のサービス利用が
継続できるよう努めた。

各種サービスや助成
事業の実施や周知を
行うとともに、感染
症対策としての買物
代行サービスや事業
所支援を実施した。

B：概ね想
定通り実施

各種サービスや助成
制度を実情に沿って
実施することで、総
合支援法では行き届
かない特有の支援を
行うことができた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

地域の障害者の需要
に沿った支援となる
よう、実情に合わせ
て各制度の改正・廃
止等の検討が必要と
なっている。

事業を継続しつつ、
より実情に沿った支
援への改正を検討し
ていく。

２　生活
支援の推
進

（３）保
健・医療
の充実

(3)-
ア

生活習慣
病等の疾
病等の予
防

健康課

障害の原因となる生活習慣病
をはじめとする疾病の予防、
二次障害、障害の重度化を防
ぐため、必要な医療の給付
や、健康診断、診療および検
査を受けることを勧奨してい
きます。

・中央図書館での健康相談
（１２回）
・電話・面接相談等（随時）

必要な方に、医療の
給付や健康診断、診
療および検査を受け
ることを勧奨した。

B：概ね想
定通り実施

必要な方に、医療の
給付や、健康診断、
診療および検査を受
けることを勧奨し
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

個別性が高いため、
対応の難しい場合が
あることから関係機
関との調整が必要な
ことがある。

対象者に応じ関係機
関と連携を図り各種
健診の周知や受診勧
奨を行っていく。

２　生活
支援の推
進

（３）保
健・医療
の充実

(3)-
イ

障害に対
する適切
な保健・
医療サー
ビスの充
実

健康課
障がい者
福祉課

障害者等一人ひとりに応じた
適切な医療・歯科医療サービ
スが受けられるよう、専門医
療機関、保健所等との連携を
図り、障害に応じた適切な保
健事業を実施し、障害者の保
健対策の推進を図ります。

【健康課】電話・面接相談を
随時行っていた。
・難病医療費助成や、障害者
医療費助成、自立支援医療費
助成により、適切な医療を受
けるための医療費負担の軽減
を行った。・難病医療費助成
や、障害者医療費助成、自立
支援医療費助成により、適切
な医療を受けるための医療費
負担の軽減を行った。・難病
医療費助成や、障害者医療費
助成、自立支援医療費助成に
より、適切な医療を受けるた
めの医療費負担の軽減を行っ
た。・難病医療費助成や、障
害者医療費助成、自立支援医
療費助成により、適切な医療
を受けるための医療費負担の
軽減を行った。・難病医療費
助成や、障害者医療費助成、
自立支援医療費助成により、
適切な医療を受けるための医
療費負担の軽減を行った。

【健康課】対象者に
応じて医療機関およ
び関連機関を紹介し
た。
・各種医療費助成制
度について、適切な
説明、窓口での案
内、手続きを的確に
実施した。

B：概ね想
定通り実施

【健康課】必要時に
関連部署と連携を
図った。

・障害に対する「適
切な」保健・医療
サービスの充実が図
れた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

【健康課】・市民か
らの問合せが少な
く、健康課での対応
件数もほとんどな
い。また専門的な医
療機関に関する情報
が少ない。
・医療機関等との連
携をとり、より綿密
なサービス提供を図
ること

【健康課】・対象者
に応じて医療機関お
よび関連機関等と連
携を図っていく。
・医療機関等との連
携をとり、より綿密
なサービス提供を図
ること

２　生活
支援の推
進

（３）保
健・医療
の充実

(3)-
イ

障害に対
する適切
な保健・
医療サー
ビスの充
実

都市整備
部管理課
障がい者
福祉課

公共交通機関をはじめとする
通院等のための移動手段を検
討します。

車椅子を利用するなど、自力
での歩行や公共交通機関の利
用が困難な方が外出する時
に、リフト付ワゴン車（福祉
バス）による輸送サービスお
よび民間輸送事業者への補助
事業を実施している。また、
障害者手帳の所持者へ、都営
交通無料乗車券の発行を行っ
ている。

福祉バスや、民間事
業者への補助事業、
都営交通無料乗車券
の発行を継続し、通
院等の移動手段の確
保に努めた。

B：概ね想
定通り実施

生活支援の推進とい
う目的に向け、多種
多様なサービスの提
供を実施できた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

福祉バス委託事業者
の更新

引き続き、福祉バス
による輸送サービス
等の事業を継続して
ゆく。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
ア

障害児保
育

こども育
成課

保育所や学童クラブ等の一般
的な子育て支援施策における
障害児の受入れに努めます。

保護者の希望を確認し、保育
所と対応策を検討したうえで
受入れを行っている。

保育所入所事前連絡
票を作成し、事前に
希望保育所と受け俺
後の対応について確
認を行うなど、保護
者、保育所、市が一
体となって受入れを
行っている。

B：概ね想
定通り実施

保育を必要とする児
童へ保育の提供を行
うことができた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

重度の障害がある児
童について、集団保
育の実施や支援につ
いて検討していく必
要がある。

保育所への障がい児
の受け入れ前後での
調整・確認を密に行
う。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
ア

障害児保
育

障がい者
福祉課

基本目標３
－施策１
（P51）

児童発達支援センターの設置
の検討や、保育所等訪問支援
の推進など障害児支援の充実
を図ります。

児童発達支援センターは、令
和５年度中の整備には至らな
かったが、青梅市障害者地域
自立支援協議会等で意見をい
ただきながら、どのような形
態が適切であるか協議を続け
ている。

児童発達支援セン
ターについては、整
備に向けた検討を実
施したが、整備には
至っていない。

C：実施に
あたり課題
があった

児童発達支援セン
ターの整備により、
複合的な課題を抱え
る児童の支援体制の
構築に寄与できるた
め、そのための検討
は効果があった。

B：概ね施
策推進につ
ながった

児童発達支援セン
ターの整備に向け、
早急な検討が必要と
なっている。

事業を継続しつつ、
児童発達支援セン
ターの整備を実現す
る。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
イ

相談支援
体制の充
実

学務課
障がい者
福祉課

基本目標３
－施策１
（P51）

就学相談をはじめとした相談
の充実を図るとともに、その
家族に対する支援にも努めま
す。

特別支援教室の設置等により
特別支援への理解が進んだこ
となどにより、就学相談・教
育相談とも相談件数が増加し
ているが、関係機関とも連携
し適切に対応した。

就学相談・教育相談
とも相談件数が増加
傾向にあるが、適切
に対応している。

B：概ね想
定通り実施

就学相談・教育相談
とも相談件数が増加
傾向にあるが、適切
に対応している。

B：概ね施
策推進につ
ながった

今後も増加すると考
えられる相談への対
応を図ること。

各種相談への適切な
対応を行うととも
に、相談体制の充実
を図っていく。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
イ

相談支援
体制の充
実

健康課
障がい者
福祉課
こども育
成課
子育て応
援課
こども家
庭セン
ター

基本目標３
－施策１
（P51）

ライフステージに対応した
サービス・支援の提供が行え
るように努めていきます。

・保育所、幼稚園等に対し、
巡回相談員等による相談業務
を実施し、指導方針等の助言
を行っている。
・担当ケースワーカーによる
相談を随時受付け、必要に応
じて障害児通所等のサービス
の提供を行った。
・新生児訪問、各種健診事
業、相談業務等により、個々
のライフステージに応じた支
援の案内や不安を抱える保護
者に寄り添い安心して育児が
できるよう支援を行った。医
療機関やこども家庭支援係等
の関係機関と連携し、支援を
行った。

・保育所等での様子
を巡回相談員が実際
に確認するため、保
育士等に対し的確な
アドバイスを行え
る。
・ケースワーカーを
居住地ごとに担当割
し、随時相談を受付
けた。また、必要に
応じて障害児通所、
保育所等訪問支援等
のサービスを提供し
た。
・新生児訪問、各種
健診事業、相談業務
等により、個々のラ
イフステージに応じ
た支援の案内や不安
を抱える保護者に寄
り添い安心して育児
ができるよう支援を
行った。医療機関や
こども家庭支援係等
の関係機関と連携
し、支援を行った。

B：概ね想
定通り実施

・児童への接し方や
保育の方法等につい
て、保育士等へアド
バイスを行ったこと
で、児童一人ひとり
にあわせた保育を実
施することができ
た。
・随時相談を受付
け、障害児通所等の
サービス支給も個々
の必要なタイミング
で行うことで、個々
のライフステージに
対応した支援を提供
することに貢献し
た。
・事業参加時や来所
相談、電話や訪問な
どにより個々の相談
に対応した。また必
要に応じて、関係機
関につなぐことがで
きた。
　伴走型支援を開始
し、より相談体制の
充実を図った。

B：概ね施
策推進につ
ながった

・相談対象児童の増
により、保育所等か
らは相談回数の増に
ついて希望がある。
・発達障害等を抱え
る児童の保護者から
の相談は増加傾向に
あり、限られた人員
で相談支援体制をさ
らに充実させるため
の工夫が必要とな
る。
・育児に不安や悩み
を感じ、精神的に不
安定な保護者がひと
りで思いを抱え込ま
ないよう、個々の状
況把握に努め、切れ
目ない支援に取り組
むためのマンパワー
の確保と共に、支援
体制の構築が必要で
ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・児童に適した保育
を行っていくため、
引き続き巡回相談員
による相談業務の充
実を図っていく。
・引き続き随時相談
を受付けながら、
個々のニーズに即し
た支援を行えるよう
工夫していく。
・支援体制の構築、
マンパワーの確保を
行い、引続きライフ
ステージに対応した
サービス・支援の提
供に努めていく。

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
ウ

特別支援
教育の充
実

学務課
指導室

障害の種類や程度に応じた教
育を行うとともに、個々の
ニーズに応じた支援、施設整
備に努めます。

障害の種類や程度に応じた教
育を行うとともに、個々の
ニーズに応じた支援、環境整
備に努めた。
また、医療的ケア児およびそ
の家族に対する支援を行っ
た。
【指導室】
特別支援教室や特別支援学級
において特別な教育課程を編
成し、このニーズに応じた教
育を実践した。

・特別支援学級、特
別支援教室において
障害の種類や程度に
応じた教育を行っ
た。通常級にも支援
員を配置し、発達障
害等の児童・生徒へ
の支援を行った。
また、青梅市立学校
医療的ケア実施要綱
を制定し、医療的ケ
ア児およびその家族
に対する支援を開始
した。
・障害に応じた教育
課程を編成・運用を
行った。

B：概ね想
定通り実施

・特別支援学級およ
び特別支援教室は適
正に運営されている
こと、医療的ケア児
およびその家族に対
する支援を行ってい
ることから、児童・
生徒に対する個々の
ニーズに応じた教
育・支援が行われて
いる。
・個々のニーズに応
じた教育・支援を
行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

B：概ね施
策推進につ
ながった

・今後も増加すると
考えられる特別な支
援が必要な児童・生
徒に対応した運営と
環境整備を行う。
・障害の種類や程度
は多様化しており、
個々の障害について
教職員が理解を図っ
ていく必要がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・特別支援学級およ
び特別支援教室を適
正に運営していくと
ともに医療的ケア実
施体制の確立を図
る。
・個別支援計画を活
用し個々のニーズに
応じた支援を行って
いく。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

２　生活
支援の推
進

（４）障
害児支援
の体制の
確保

(4)-
エ

特別支援
学校等と
の連携の
推進

学務課
指導室

特別支援教育パートナーシッ
プ、相互派遣研修の実施など
について推進し、特別支援学
校や特別支援学級等の教育関
係者と日常的に連携を図るこ
とで、障害があっても、安心
して必要な教育的支援が受け
られるよう、環境の整備、推
進に努めます。

特別支援教育推進協議会委員
等に都立特別支援学校関係者
を委嘱するとともに､各種研修
会講師を依頼し、特別支援教
育の推進と就学支援の充実を
図った｡

・特別支援教育推進
協議会、就学支援委
員会における委員委
嘱や各種研修会講
師、地域の学校に対
する助言により特別
支援教育に関する連
携を図った。

B：概ね想
定通り実施

・各種会議、研修会
等で特別支援学校と
の連携は図れてい
る。また、特別支援
学校のセンター的機
能を利用し学校との
連携も図れている。
・連携を通して、教
職員の特別支援につ
いての理解を深め環
境の推進に努めた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

・会議・研修内容を
精査するとともに多
くの教員が参加でき
る機会を増やし、さ
らなる連携を目指す
こと。

・引き続き、特別支
援学校との連携を図
る。
・会議・研修内容を
精査するとともに多
くの教員が参加でき
る機会を増やし、さ
らなる連携を目指す
こと。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
ア

自立支援
協議会の
機能の充
実

障がい者
福祉課

自立支援協議会のネットワー
クを強化、活用し、様々な障
害支援機関が、一人ひとりの
各ライフステージにおける課
題等を共有することにより、
総合的な支援を進めていきま
す。

令和5年度は、事例検討会や見
学会などの行事および新規事
業の取組みは見送ったが、特
に虐待防止事業、早期対応を
徹底することができた。

新たに相談支援事業
所連絡会、放課後等
デイサービス偉業連
絡協議会等を開催
し、自立支援協議会
の活動の強化を図っ
た。

B：概ね想
定通り実施

自立支援協議会や部
会における各分野の
委員のネットワーク
を活用することで、
ケースの課題解決に
向けた連携に効果を
発揮した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

委員に障害当事者が
含まれることから、
会議開催には対面だ
けに依らず、オンラ
インも積極敵に運用
することも考えて行
く必要がある。

引き続き、自立支援
協議会の機能充実を
図っていく。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
イ

療育ネッ
トワーク
の構築

障がい者
福祉課
こども育
成課
地域福祉
課
学務課
健康課

障がい者福祉課、子育て世代
包括支援センター、地域福祉
コーディネーター、幼稚園、
保育所、児童相談所、保健
所、学校、民生児童委員等の
関係機関が連携し、切れ目の
ない療育ネットワークの構築
を図ります。

・関係機関と連携して障害児
の療育支援につながるよう、
相談業務を行った。
・こども家庭センターのケー
スワーカーと密に連絡を取
り、児童虐待等の情報につい
て共有し、保育所への入所を
優先させるなどの対応をし
た。

・相談する機関が分
からない方々への
きっかけ作りとるよ
うな支援を行った。
・こども家庭セン
ターのケースワー
カーからの連絡を受
け、適切に対処し
た。

B：概ね想
定通り実施

・年齢や環境により
変化する相談機関へ
の過度な不安となら
ないよう丁寧な支援
を行った。
・虐待や育児放棄な
どが疑われる家庭に
ついて、保育所の入
所を優先するなどこ
どもの安全確保に貢
献した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

・可能な限りワンス
トップとなるよう支
援を行うが、他分野
への支援が必要な場
合は適切な情報共有
が必要。
・年々ケースが多様
化・複雑化してお
り、病院や警察など
広範囲での連携が必
要。

・関係機関との連携
を密に取りながら、
支援が必要な家族へ
の相談業務を充実さ
せていく。
・保育園と市での情
報交換を密に行うこ
とで早めにこども家
庭支援センターの担
当者につなぎ、事故
を未然に防げるよう
に連携していきた
い。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
イ

療育ネッ
トワーク
の構築

障がい者
福祉課

基本目標３
－施策１
（P51）

障害の発見から就学までの療
育、学齢期、卒業後の生活、
重度化、高齢化など各ライフ
ステージにおいて、障害のあ
る方それぞれに応じた切れ目
ない支援を行う際の枠組みの
中心として、基幹相談支援セ
ンターの整備のあり方につい
て検討します。

青梅市障害者地域自立支援協
議会において、基幹相談支援
センターの整備に向けて検討
をした。

「第５期青梅市障害
者計画」の策定検討
委員会における意見
を踏まえ、青梅市障
害者地域自立支援協
議会でも意見をいた
だき、整備に向けて
検討をした。

B：概ね想
定通り実施

障害者等の地域での
生活を支援する地域
生活支援拠点と、相
談支援の中核的役割
を担う基幹相談支援
センターの整備に向
けた検討を進めるこ
とで、地域における
支援体制と相談体制
の確保を目指す。

B：概ね施
策推進につ
ながった

令和５年度中の整備
には至らなかった
が、令和６年度中の
設置に向け、調整を
進めている。

令和６年度中の設置
に向け、関係機関と
も調整を進めてい
る。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
ウ

家族、保
護者への
支援の強
化

障がい者
福祉課
子育て応
援課
高齢者支
援課

障害のある子どもを持つ保護
者に向けた障害理解の推進や
メンタルケアなどの家族支援
を行います。保護者からの相
談は適切な専門機関等へつな
ぐとともに、関係機関が理解
を深めるための研修等を行い
ます。

関係機関と連携し、相談の内
容に応じて専門機関へつなぐ
とともに、短期入所等のサー
ビス提供により保護者の支援
を行った。

障害者児が、障害福
祉サービスを円滑に
利用するための情報
提供、相談を行っ
た。

B：概ね想
定通り実施

障がい児と同様に、
レスパイト事業を説
明し保護者への支援
も行った。

B：概ね施
策推進につ
ながった

障がい児、親にとど
まらず家族を取り巻
く環境にも理解が必
要。

障がい児と親だけに
負担とならないよ
う、丁寧な説明と共
に支援を継続してい
く。

２　生活
支援の推
進

（５）切
れ目のな
い支援体
制の整備

(5)-
ウ

家族、保
護者への
支援の強
化

障がい者
福祉課

在宅生活における家族や保護
者のレスパイトや緊急時対応
について、可能な事業所（短
期入所等）の確保に向け、民
間法人の誘致等を踏まえ、整
備していきます。

日中一時支援や短期入所の障
害サービスを実施し、事業所
から開設や増設の相談があっ
た場合にはニーズ等の情報提
供を行った。

日中一時支援や短期
入所の障害サービス
を必要な方に提供す
るとともに、サービ
スの充実を図るた
め、新規開設を検討
する事業者への情報
提供を行った。

B：概ね想
定通り実施

日中一時支援や短期
入所の障害サービス
を提供することで、
家族のレスパイトに
貢献した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

重度の身体障害児・
者の受入れが可能な
短期入所の事業所数
と定員の確保を図っ
ていく必要がある。

事業を継続しつつ、
重度の身体障害児・
者の受入れ定員の確
保に努める。



第５期青梅市障害者計画評価 資料１－２－ 9

計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者
福祉課

多様なニーズへの対応や就労
継続の支援等を図るため、障
害者就労支援センターの支援
力を高めるとともに、日常生
活支援、職業生活支援、社会
生活支援等を行います。

障がい者の生活や就職につい
ての相談・支援を行った。

生活支援相談件数
延べ　6,514件

A：想定通
り実施

自身の生活環境や、
今後についての相談
を行い、安定的な生
活が送れるよう指導
を行った。

A：施策推
進につな
がった

社会生活の不安から
何度も相談を行う者
も少なくない。

丁寧な説明や相談を
行い、社会に踏み出
せる人材を育ててい
く。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者
福祉課

障害者が、安心して一般企業
への就労を実現し、継続して
いけるよう支援を行います。

障がい者の就労に向けての準
備、心構えを指導し、就職へ
の不安を取り除くよう支援を
行った。

就職準備支援
延べ　1,359件

A：想定通
り実施

就労に向けた支援を
行い、利用者の自立
性、積極性を身に着
けることができた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

利用者登録はできて
いるものの、どのよ
うに就労に結び付け
られるか理解できな
いものもいる。

積極的に動けるもの
と支援が必要なもの
がいる中で、広い視
野で取り残さない支
援をして行く。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者
福祉課

就労面の支援としては、職業
相談、職場定着支援、ジョブ
コーチの派遣等を行い、生活
面の支援としては、日常生活
支援、職業生活支援、社会生
活支援等を行います。

一般企業への就労に結びつい
た障がい者をフォローし、雇
用した企業へもアドバイスを
実施した。

定着支援件数
延べ　3,169件

A：想定通
り実施

新規就職者は増加傾
向にあるが、非正規
雇用も多く、安定し
た雇用に結びつきに
くい。

D-1：実施
が十分にで
きなかった
が、効果が
あると考え
られる

企業側の需要と就職
希望者との意識の乖
離が認められ、バラ
ンスの確保が急務。

就職して終わらせる
ことなく、障がい者
に寄り添える企業に
ついても指導・支援
していく。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ア

障害者就
労支援セ
ンターの
充実

障がい者
福祉課

就労に関する情報収集および
提供、関連機関・協力機関と
のネットワーク形成等を行い
ます。

企業における障害者雇用枠の
充実、受け入れ態勢の整備、
新規開拓を行った。

職場開拓、職場実習
延べ　228件

C：実施に
あたり課題
があった

就労適性を見極める
意味でも職場体験は
重要であるが、実質
延べ件数は横ばいと
なっている。

D-1：実施
が十分にで
きなかった
が、効果が
あると考え
られる

人員不足から新規事
業者の開拓が遅れて
いる。

地域開拓促進コー
ディネーターを採用
し、新たな企業開拓
を実施する。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
イ

公共職業
安定所
（ハロー
ワーク）
等との連
携

障がい者
福祉課

障害者の就労機会の確保につ
いては、引き続き、公共職業
安定所（ハローワーク）や企
業、特別支援学校等との連携
を図りながら、障害者の就労
を促進します。

ハローワーク主催の地域雇用
門断連絡会議を通じ、就労支
援機関の連携を強化し障がい
者の就労支援を推進した。

特別支援学校卒業者
の就労継続支援が
年々増加傾向にある
中、受け入れ企業側
からの相談件数も増
加、相互理解に努め
た。

B：概ね想
定通り実施

安定した就労定着が
図れるよう個々に丁
寧な支援を行った。

B：概ね施
策推進につ
ながった

一定数の離職が見ら
れる。しっかり定着
できるよう、ひとり
ひとり丁寧な支援が
求められる。

相談に至るまでの所
要時間の短縮。ハ
ローワークとの連携
を密にし、円滑な就
労支援に結び付けて
いく。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
イ

公共職業
安定所
（ハロー
ワーク）
等との連
携

障がい者
福祉課

離職の確認の際には、就労移
行支援事業や公共職業安定所
（ハローワーク）等への照会
を行い、離職後のフォローや
再就職に向けた支援を行うよ
う努めます。

体調や気持ちの面で離職して
しまった障がい者へのケアと
フォローを行うとともに新た
な就職先の支援を行った。

離職時の調整支援
延べ　134件

A：想定通
り実施

離職後のケアとフォ
ローアップ、ステッ
プアップについて共
に考えることができ
た。

B：概ね施
策推進につ
ながった

体験を経ても就労適
性が見つけられない
障がい者もおり、一
連の流れで支援が必
要。

相談から就労定着ま
で個々に丁寧な支援
を行っていく。

３　自立
支援の推
進

（１）就
労の促進

(1)-
ウ

企業や福
祉施設と
のネット
ワークの
構築

障がい者
福祉課

障害のある方が働くことを通
して生きがいのある生活を送
ることができるように、一般
企業への就労の促進を図ると
ともに、就労支援を行う障害
福祉サービス事業所との連携
を進め、就労支援体制の充実
を図ります。

市内事業所と公共の就労支援
機関と連携し、障がいのある
人の円滑な就労支援の充実を
図った。

地域開拓支援事業を
推進し、新たな障が
い者を受け入れ可能
な事業所との情報共
有を行うことができ
た。

C：実施に
あたり課題
があった

関係機関との情報共
有により、障がい者
の就労についての背
景とニーズを的確に
とらえることができ
るので今後も継続し
て行く。

D-1：実施
が十分にで
きなかった
が、効果が
あると考え
られる

とくに精神障害者の
離職率が高く、受け
入れ側の理解も必要
となっている。

各関係機関と連携を
密にし、就労支援の
充実を推進する。

３　自立
支援の推
進

（２）経
済的自立
の支援

(2)-
ア

年金・手
当等の支
援

障がい者
福祉課
こども育
成課
保険年金
課
生活福祉
課

障害者やその家族に対し、国
や東京都などが実施する各種
手当などの支給により、経済
的な支援を行い、生活の安定
を図ります。

・各種手当の支給対象者には
手帳交付時等に手続きを案内
し、経済的な支援が受けられ
るよう対応した。
・手当の支給や医療費の助成
を実施した。
・障害基礎年金受給に必要な
各種書類作成について、障害
基礎年金の支給が滞ることが
ないように支援した。　　　

・各種手当の支給対
象者へ、手帳交付時
に案内するととも
に、随時相談を受付
けた。
・手当の支給や医療
費の助成を実施し
た。
・必要な手続きにつ
いて、窓口や電話に
より丁寧に案内し
た。窓口では、分か
りやすい書類で案内
に努めた。　　　　

B：概ね想
定通り実施

・手当の支給によ
り、障害者やその家
族の生活の安定に貢
献した。
・手当の支給や医療
費の助成を実施する
ことで、経済的な支
援を行い、生活の安
定を図った。
・障害基礎年金の受
付件数が増加してい
る。

B：概ね施
策推進につ
ながった

・制度のさらなる周
知を図り、手当受給
の可能性がある未申
請者を掬い上げるこ
とが課題となってい
る。
・障害基礎年金受給
手続では、日本年金
機構に提出する書類
が複雑かつ多岐なた
め、案内に時間を要
する。

・引き続き、各種手
当の案内と周知に努
める。
・国や都の施策にあ
わせ、引き続き、適
切に手当の支給や医
療費の助成を実施す
る。
・障害基礎年金受給
に必要な手続案内の
充実に努める。　　　
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

３　自立
支援の推
進

（２）経
済的自立
の支援

(2)-
ア

年金・手
当等の支
援

保険年金
課
生活福祉
課

市民全般に対し、障害が生じ
たときの支援として障害基礎
年金等の受給など必要な情報
の提供を行います。

ホームページや窓口におい
て、障害基礎年金に関する必
要な情報を提供した。

ホームページの掲載
内容を随時改善し、
窓口では案内書類を
充実させ丁寧な案内
に努めた。

B：概ね想
定通り実施

障害基礎年金の受付
件数が増加してい
る。

B：概ね施
策推進につ
ながった

紙媒体や電子媒体に
よる周知は充実して
きたが、紙媒体や電
子媒体を目にしない
方への周知が難し
い。

障害基礎年金に関す
る情報提供を充実さ
せ、必要な方に障害
基礎年金制度の周知
が行き届く様にして
いく。

３　自立
支援の推
進

（２）経
済的自立
の支援

(2)-
イ

権利の擁
護

地域福祉
課
障がい者
福祉課

生活設計や金銭管理を行うこ
とが困難な障害者に対して、
本人の意思を尊重しながら、
相談、福祉サービスの契約や
財産を保護する成年後見制度
の適正な利用促進や、地域福
祉権利擁護事業の普及、活用
を推進します。

障害のある方の成年後見の首
長申し立てを２件行った。

市の関係部署や青梅
市社会福祉協議会と
連携し、成年後見制
度の周知と活用の促
進を図った。

B：概ね想
定通り実施

成年後見制度に基づ
き速やかに後見人を
選任し、家族の負担
軽減を図ることがで
きた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

現状の相談支援業務
の中で行うには時間
がかかることがあ
る。専門にできる職
員がいることが望ま
しい。

成年後見制度の理解
と周知を図り、活用
の促進を推進する。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ア

居住支援 住宅課

身近な地域で、生きがいを
持って、自立した生活を送る
ために基盤となる住まいの場
の確保の手段として、障害者
世帯向けの公営住宅の利用を
促進していきます。

引き続き障害者世帯向けの住
戸を困窮した障害者世帯の使
用に供した。
障害者世帯向け住戸：4戸
入居世帯数：3戸
入居率：75％

引き続き障害者世帯
向けの住戸を困窮し
た障害者世帯の使用
に供した。
R4年度末入居世帯数
→4戸
R5年度末入居世帯数
→3戸

B：概ね想
定通り実施

既存の入居者に対し
て事業の目的に沿っ
た住居を提供でき
た。
なお、R4年度末に明
け渡された1戸の募集
が出来なかった。

B：概ね施
策推進につ
ながった

公営住宅における、
障害者世帯向けの住
戸が４戸しかない。
また、R4年度末に明
け渡された1戸につ
いて経年劣化等によ
る損耗が激しく、供
用可能になるまで、
予算等の面で課題が
ある。

次期計画でも引き続
き障害者世帯向けの
公営住宅の利用を促
進していく。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ア

居住支援
障がい者
福祉課

障害のある方が充実した地域
生活を送ることができるよ
う、地域移行支援を行いま
す。

各ケースに対応した地域移行
支援を実施した。

地域移行支援につい
て、担当ケースワー
カー等から情報提供
を行い、利用促進を
図った。

C：実施に
あたり課題
があった

地域移行支援の周知
や情報提供を行い、
サービス利用者の選
択肢を広げ、地域移
行の推進を図った。

B：概ね施
策推進につ
ながった

受入れ施設は充足し
ているものの、人員
不足、職員のスキル
不足が見られた。

地域移行に対応し得
る職員の研修を実践
する。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
イ

グループ
ホームの
充実

障がい者
福祉課

「親亡き後」の生活に不安を
感じる意見が多くあげられて
いることから、障害のある方
の地域における居住の場とし
て、多様な形態のグループ
ホームの整備を促進し、重度
障がい者にも対応できる支援
体制の充実を図っていきま
す。
新規参入の誘致に当たって
は、青梅市における福祉施設
等の配置のあり方に関する基
本方針にもとづき、情報提供
等の支援を行っていきます。

事業所の新規開設・増設を検
討する事業者に情報提供を行
い、重度障害者向けグループ
ホームや生活介護事業所の新
規事業所の確保に努めた。

青梅市における福祉
施設等の配置のあり
方に関する基本方針
にもとづき、重度障
害者向けグループ
ホームの新規事業者
の確保に努めるとと
もに、新規開設や増
設を検討する事業者
に情報提供を行っ
た。

B：概ね想
定通り実施

親亡き後問題や、地
域移行の推進によ
り、グループホーム
の需要が高まってお
り、新規事業者や増
設を検討する既存事
業者にニーズ等の情
報提供を行うこと
で、事業所の充実に
貢献した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

適正なグループホー
ムの定員について、
社会情勢の変化や親
亡きあと問題を見据
え、障害者計画、障
害福祉計画とともに
今後も青梅市におけ
る福祉施設等の配置
のあり方に関する基
本方針の見直しをし
ていく必要がある。

中軽度の知的障害者
や精神障害者を対象
とした事業所は充足
しているので、重度
の身体障害者を対象
としたグループホー
ムや、生活介護事業
所の定員確保に努め
る。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ウ

居住環境
の整備

障がい者
福祉課

入所施設、グループホームに
は老朽化の著しい施設もある
ことから、入所者の居住環境
の改善に配慮し、支援の在り
方について研究していきま
す。

事業者の施設改修計画等に必
要な情報提供を行った。

東京都の施設整備費
補助金等の情報提供
を行った。

B：概ね想
定通り実施

事業者の施設改修を
進めることで、入所
者の居住環境の改善
を図った。

B：概ね施
策推進につ
ながった

施設改修に関して、
市としての財源確保
が困難である。

引き続き情報収集に
努めていく。

３　自立
支援の推
進

（３）住
居の確保

(3)-
ウ

居住環境
の整備

障がい者
福祉課

基本目標３
－施策１
（P52）

在宅の障害者に対して、住宅
改修事業等を活用しながら居
住環境の整備に努めます。

令和５年度は申請がなかった
ため、実施は０件となった。

障がい者のしおり
や、障害者手帳交付
の窓口説明におい
て、制度の周知をお
こなった。

B：概ね想
定通り実施

地域の身体障害者に
対する支援体制の確
保につながった。

B：概ね施
策推進につ
ながった

国・都からの財源が
限られており、申請
件数が増えることに
より市の負担も増え
ることになる。

事業内容を継続しつ
つ、財源の確保に努
める。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
ア

東京都福
祉のまち
づくり条
例の促進

地域福祉
課

「東京都福祉のまちづくり条
例」や「高齢者、障害者等が
利用しやすい建築物の整備に
関する条例」（建築物バリア
フリー条例）などにもとづ
き、引き続き、道路、公園、
建築物など生活関連施設のバ
リアフリー化を推進し、障害
のある方に配慮したまちづく
りを進めます。

令和５年度の福祉のまちづく
り条例の特定都市施設設置工
事計画届出書について物品販
売店舗２件、診療所１件、飲
食店舗等１件の届出書を受理
した。

問合せに関しては、
１つ１つ説明を行
い、理解を得た上
で、まちづくり条例
等への意識につなげ
た。

B：概ね想
定通り実施

　東京都福祉のまち
づくり条例などの整
備基準に合わせてバ
リアフリー化を実施
していく。

B：概ね施
策推進につ
ながった

新築される建築物の
ほか、修繕や増築さ
れる建物等について
も、都市整備部等関
係部署と連携を図り
ながら、都条例に従
い引続き、福祉のま
ちづくりやバリアフ
リー化を進める。

　引き続き東京都福
祉のまちづくり条例
などの整備基準に合
わせたバリアフリー
化の整備に努めてい
く。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
イ

公共施設
のバリア
フリー化
の推進

施設課
公園緑地
課

障害者が利用する市の公共施
設のバリアフリー化に努めま
す。

・小中学校(四校)のトイレ大
規模改修工事に合わせ、各階
便所に車椅子使用者が利用で
きる便房や手洗い等を整備し
た。
・風の子太陽の子広場の再整
備に当たり、バリアフリーに
配慮した園路を整備した。

　建築物の新築時
は、東京都福祉のま
ちづくり条例などの
整備基準に合わせバ
リアフリー化を実施
した。
　既存建築物のバリ
アフリー化は、制約
が多い中、可能な限
り実施した。

B：概ね想
定通り実施

　東京都福祉のまち
づくり条例などの整
備基準に合わせてバ
リアフリー化が実施
できた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

　引き続き東京都福
祉のまちづくり条例
などの整備基準に合
わせたバリアフリー
化を図るとともに、
ユニバーサルデザイ
ンによる整備も合わ
せて検討する必要が
ある。

　引き続き東京都福
祉のまちづくり条例
などの整備基準に合
わせたバリアフリー
化の整備に努め、ユ
ニバーサルデザイン
の考えにもとづいた
整備も進める。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
イ

公共施設
のバリア
フリー化
の推進

施設課
公園緑地
課

新たに整備する市の公共施設
については、ユニバーサルデ
ザインの考え方にもとづき整
備します。

　新たに市の公共施設をユニ
バーサルデザインによって整
備する建設工事はなかった。

　新たに市の公共施
設をユニバーサルデ
ザインによって整備
する建設工事はな
かった。

B：概ね想
定通り実施

ユニバーサルデザイ
ンの考え方にもとづ
いた整備により、施
設利用者の利便性は
向上できた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

公共施設のうち、建
築物以外の施設にお
いてもユニバーサル
考え方にもとづいた
整備が必要である。

公共交通施設や公共
公益建物、道路、公
園、住宅などでもユ
ニバーサルデザイン
のまちづくりを進め
る。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
ウ

住宅のバ
リアフ
リー化の
促進

障がい者
福祉課

基本目標３
－施策１
（P52）

障害者が暮らすために、段差
の解消や手すりの設置など、
障害に応じたバリアフリー化
を進めることにより、暮らし
やすい住宅の整備を促進し、
住宅改善を支援します。

令和５年度は申請がなかった
ため、実施は０件となった。
施した。

障がい者のしおり
や、障害者手帳交付
の窓口説明におい
て、制度の周知をお
こなった。

B：概ね想
定通り実施

地域の身体障害者に
対する支援体制の確
保につながった。

B：概ね施
策推進につ
ながった

国・都からの財源が
限られており、申請
件数が増えることに
より市の負担も増え
ることになる。

事業内容を継続しつ
つ、財源の確保に努
める。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
エ

公共交通
機関のバ
リアフ
リー化の
促進

交通政策
課

駅などの公共的施設について
は、その事業者に対して、障
害者が利用しやすい施設にな
るようバリアフリー化を推進
します。

東日本旅客鉄道株式会社（以
下、ＪＲという。）に対し、
西多摩地域広域行政圏協議会
を通じ、駅施設のバリアフ
リー化を推進し、施設改善を
早期に進めるよう要望した。

東青梅駅北口のバリ
アフリー化に向けた
取り組みとして、Ｊ
Ｒと駅舎および自由
通路の建替え協議を
行った。

B：概ね想
定通り実施

東青梅駅北口のバリ
アフリー化にあって
はＪＲとの協議の場
を複数回設け、期間
中に調査設計を行う
ことができた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

ＪＲでは、移動等円
滑化の促進に関する
基本方針に基づき、
１日当たり平均利用
者数が3,000人以上
の駅を優先してバリ
アフリー化を進めて
おり、この基準以下
の駅について、早期
のバリアフリー化は
難しい状況にある。

第６期青梅市障害者
計画・第７期青梅市
障害福祉計画・第３
期青梅市障害児福祉
計画において、
基本方針（３）福祉
のまちづくりの推進
基本施策ウ　公共交
通機関のバリアフ
リー化の推進
につなげている。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（１）福
祉のまち
づくりの
推進

(1)-
オ

心のバリ
アフリー

障がい者
福祉課

障害のある方に対する誤解や
偏見、差別をなくすために、
障害に関する正しい知識の普
及啓発を行い、市民理解を進
め、ユニバーサルマナーおよ
び心のバリアフリーを推進し
ていきます。

障がい者差別解消条例施行に
あたり作成した、合理的配
慮、障がい者差別解消に向け
たリーフレットをイベント等
に配架し周知啓発を行った。

イベントのほか、市
役所ロビーのパンフ
レットラックに適宜
啓発リーフレットを
配架した。

B：概ね想
定通り実施

結果的に差別や虐待
に至らなかった事案
もあったが、相談や
質問件数も増加して
いることから一定の
効果はあったと考え
る。

B：概ね施
策推進につ
ながった

差別解消について、
広く浸透・定着して
おらず、研修や講演
会についても検討が
必要である。

事業継続するととも
に周知方法について
検討し、市民への理
解を深めるよう啓発
を継続する。
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計画期間中の取組状
況
（右の評価の詳細）

取組状況の
担当課評価

施策推進にどのよう
に貢献したか
（右の評価の詳細）

成果の
担当課評価

課題

計画期間中の総括

体系 施策
事業
番号

事業名 担当課
地域福祉計
画
からの再掲

事業の内容 令和５年度取組状況 次期計画の方向性 備考

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
ア

防災対策
の推進

防災課
基本目標３
－施策４
（P61）

障害のある方が災害発生時に
冷静に行動できるよう、広
報、防災ハンドブックの活用
や防災訓練などの機会を通じ
て、防災意識の普及や非常時
の対応方法の習得を推進する
とともに、家具転倒防止器具
の取付け促進等により減災に
も努めていきます。

広報や出前講座等の機会を通
じて、防災意識の醸成や普及
啓発を行った。
また、家具転倒防止器具等支
給取付事業については、積極
的に広報を行い、取付けの促
進を図った。

出前講座等のなか
で、防災ハンドブッ
クの活用等について
普及啓発したほか、
各種訓練への市民参
加による非常時の情
報伝達訓練等を実施
した。また、継続し
て家具転倒防止器具
の取付促進に向けた
広報活動等を行っ
た。

B：概ね想
定通り実施

各種事業を進めるこ
とで、防災の基本的
な知識の普及啓発を
進めたほか、家具転
倒防止器具の取付促
進も図られた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

引き続き出前講座や
防災訓練等の機会を
とらえて、障害のあ
る方の防災意識の醸
成や非常時の対応方
法の習得を推進する
必要がある。

防災知識の普及啓発
を進めながら、減災
に努める。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
ア

防災対策
の推進

防災課
基本目標３
－施策４
（P61）

自主防災組織やボランティア
組織、市内にある福祉施設な
どとも連携を図りながら、地
域における共助の仕組みを構
築し、障害の特性に応じた災
害時の支援体制の充実に努め
ていきます。

障害のある方のうち、災害時
の避難に支援を必要とする方
（避難行動要支援者）につい
て名簿を作成し、自主防災組
織等の避難支援等関係者と情
報の共有を図った。また、要
望のあった自治会や学校等に
対し、出前講座を実施したほ
か、社会福祉協議会と協働
し、高齢者向けやボランティ
ア向けの講座も実施した。

障害のある方のう
ち、災害時の避難に
支援を必要とする方
（避難行動要支援
者）について名簿を
作成し、自主防災組
織等の避難支援等関
係者と情報の共有を
図った。また、要望
のあった自治会や学
校等に対し、出前講
座を実施したほか、
社会福祉協議会と協
働し、高齢者向けや
ボランティア向けの
講座も実施した。

B：概ね想
定通り実施

各種事業を進めるこ
とで、防災の基本的
な知識の普及啓発や
共助の意識高揚を図
ることで、災害時の
支援体制の強化が図
られた。

B：概ね施
策推進につ
ながった

努力義務となった個
別避難計画の作成推
進が課題となってい
る。

個別避難計画の作成
を進め、避難支援等
関係者と共有し、支
援体制の充実に努め
ていく。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
ア

防災対策
の推進

防災課
基本目標３
－施策４
（P61）

障害のある方の避難方法を確
保するとともに、引き続き、
二次避難所の設置・運営体
制、医療機関との連携体制の
あり方について検討を進めま
す。

二次避難所の環境整備につい
て検討を行い、令和５年度に
物品の購入を行った。
また、二次避難所ではない
が、障害児等の避難先とし
て、民間事業者と協定を締結
した。

人員配置等の課題が
あり、具体的な運営
方法まで定めること
ができなかった。

C：実施に
あたり課題
があった

民間事業者との協
定、二次避難所用の
物品の購入などの進
捗があった。

B：概ね施
策推進につ
ながった

二次避難所の運営方
法について、具体的
に調整を図る必要が
ある。

二次避難所の運営に
ついて検討中であ
り、今後、福祉部署
と調整を図る。

４　快適
なまちづ
くりの推
進

（２）防
災・防犯
対策の充
実

(2)-
イ

防犯対策
市民安全
課

関係機関や地域と連携を図り
ながら、防犯活動の支援や広
報活動、また、障害者に対す
る悪徳商法による被害を防止
するために、悪徳商法の手口
の紹介や防止方法などの啓発
や情報提供を行います。

高齢者の見守り連絡会を2回開
催し、情報交換を行った。青
梅防犯協会、各支会ごとに組
織された自主防犯組織に対し
て、活動費の補助を行った。
また月１回の広報で防犯情報
の発信を行った。

関係機関への補助の
ほか、毎月の広報で
の情報発信、街頭啓
発キャンペーンなど
の啓発を行った。

B：概ね想
定通り実施

関係機関への補助の
ほか、毎月の広報で
の情報発信、街頭啓
発キャンペーンなど
の啓発を通して、防
犯対策の充実に貢献
した。

B：概ね施
策推進につ
ながった

情報連絡会にて各関
係機関との情報連絡
をさらに密にし、結
果を市役所内の関係
部署へ情報提供する
ことや青梅警察など
との周知啓発を強化
していく。障がいの
ある方の消費者被害
防止も充実させる必
要がある。

引き続き関係機関と
の連絡を密にし、防
犯対策を実施してい
く。



資料２　省略（虐待案件資料）







資料３－３　省略（青梅市地域福祉総合計画　概要版）



【資料 ４】

令和６年度　青梅市障害者地域自立支援協議会日程表

区分 候　補　日 時　間 会　場

第１回 2024年５月14日（火） 午後６時00分～午後７時45分 204会議室・205会議室

第２回 2024年８月28日（水） 午後2時～午後４時 206会議室

第３回 2024年12月９日（月） 午後６時00分～午後７時45分 202会議室・203会議室

第４回 2025年３月３日（月） 午後2時～午後４時 206会議室

原則、オンライン、対面の併用開催を想定しています。


